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（３）今後の参考とする意見　　　　　

（４）反映できない意見　　　　　　　

意見公表場所
市ホームページ・市役所行政情報コーナー・岡部支所・文化セン
ター・各地区交流センター・交通安全・地域安全課

（５）その他（質問含む）　　　　　　

5

意見の反映状況

（２）提出された意見の数　　　　　

（１）反映した意見　　　　　　　　　

（２）既に盛り込み済みの意見　　　　　　3

1

　　　            　　　　　　　　　施策担当課→市民活動団体支援室

「第２次藤枝市犯罪被害者等支援推進計画」（案）

パブリックコメントの結果

（１）意見提出者の数　　　　　　　 2

案件名

「第２次藤枝市犯罪被害者等支援推進計画」（案）に対し、ご意見をいただきありがとうござ
いました。提出された意見の内容（要約）及び意見に対する市の考え方は次のとおりです。

盛り込み済み

1

全体を通し分かり易く表現され
ている。今回の計画を活かすよ
うな説明ガイドなどを作成した
ら更に分かり易い支援になる。

計画に示した施策への理解が深まるよ
う、犯罪被害者に向けた手引きの作成
を検討します。

今後の参考

意見の反映状況一覧

№ 意見の内容 市の考え方 反映結果

犯罪被害者週間に合わせた集中的な広
報やSNSなど様々なツールの活用のほ
か、犯罪被害者遺族による講演会開催
などにより周知啓発を図ります。

2

計画中に役割のある課職員は、
支援内容の理解を深め対応する
ことで、ショックを受けた犯罪
被害者等が相談し易くなる。

職員は積極的に研修会に参加するなど
スキルアップに努めるとともに庁内関
係各課等で組織する犯罪被害者等支援
推進委員会において、支援状況等の情
報を共有し、犯罪被害者等が適切な支
援を受けられる体制を構築します。

3

資料編の資料４、出典元である
警視庁の案内内容と同じ表記に
された方がよいと思う。（障害
給付金）

資料４犯罪被害者等給付金の概要にお
いて、障害給付金の説明として、「犯
罪被害者の収入と残った障害の程度に
応じて算出した額」を追記します。

P4　５重点課題⑶について、支
援制度のことを知っている市民
は少ないと思う。もっと広報啓
発に力を入れて欲しい。

反映した意見

盛り込み済み

意志決定後の計画、策定案の内容

資料 ・「第２次藤枝市犯罪被害者等支援推進計画」（案）

4

P4　５重点課題⑴について、
パートナーシップを宣誓した
カップルは、計画期間である令
和5年4月1日から“事実婚と同
様の行政サービスが享受”がで
きるのか。

静岡県パートナーシップ宣誓制度（3月
1日開始）に伴い、本市においても、よ
り多くの支援を提供できるよう調整を
進めてまいります。

盛り込み済み5
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